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上記Ⅴ．について不正競争　契約権　 ドメインネーム　耕作物（様々な植物）に対する保護　 工業所有権法に定められた登録がさ
れていない、または、付与されていない工業所有権の使用に対する保護　著作権（特別にソフトウエアの保護に向けられたバー
ジョンも含み）と著作隣接権

模造品関連データの収集

データ作成機関 特許庁

データ公開日（判れば）／更新日 2002/3/

主な項目

Ⅰ．模倣に対する救済の概要

Ⅱ．行政的救済

Ⅲ．民事訴訟

Ⅳ．水際措置

Ⅵ．その他の救済

Ⅴ．刑事訴訟

サブ項目

上記Ⅰ．について　権利行使のための手段と執行機関　工業所有権を保持しない場合の保護対策

上記Ⅱ．について 　取締りの対象となる行為　行政罰　手続きの概要　決定に不満がある場合の手続き

上記Ⅲ．について　執行機関の詳細　取り締まりの対象となる行為　得られる救済　手続きの概要　提出すべき書類、証拠、手数
料　予審措置　決定に不満があるときの手続き　代理人の必要性、代理人の要件　その他の注意事項

上記Ⅳ．について　執行機関の詳細　取締りの対象となる行為　手続きの概要　提出すべき書類、証拠、手数料　決定に不満があ
るときの手続き　代理人の必要性、代理人の要件　その他の注意事項

上記Ⅴ．について　執行機関の詳細　刑事罰の対象となる行為　与えられる刑事罰　手続きの概要　提出すべき書類、証拠と費用
決定に不満がある場合の手続き　代理人の必要性、代理人の要件

特記事項 模倣品対策について詳細に記載されている。

URL http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/mohouhin/mohouhin2/manual/manual.htm


